
63 62

太
賢
の
大
乗
菩
薩
戒
観

─
─
『
梵
網
経
古
迹
記
』
を
中
心
と
し
て 

─
─

花
園
大
学
大
学
院　

仏
教
学
専
攻　

博
士
課
程

法　
　

長

（
李
忠
煥
）

Ⅰ
．
は
じ
め
に

新
羅
景
徳
王
（
７
４
２
〜
７
６
５
）
の
時
の
僧
侶
で
あ
る
太
賢
（
生
没
未
詳
）
は
韓
国
仏
教
に
お
い
て
元
暁
（
６
１
７
〜
６
８
６
）

の
後
を
継
ぐ
す
ぐ
れ
た
著
述
家
で
あ
り
思
想
家
で
あ
る
。
太
賢
の
著
述
の
中
に
は
「
古
迹
記
」
と
い
う
名
が
多
い
が
、
こ
れ
は

一
つ
の
経
典
に
つ
い
て
先
学
た
ち
の
註
釈
を
ま
と
め
た
上
に
、
自
身
の
思
想
を
加
え
て
解
釈
し
た
著
述
で
あ
る
。
太
賢
は
周
知

の
通
り
、
華
厳
学
を
修
し
た
後
、
唯
識
学
を
修
し
た
法
相
宗
の
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
性
宗
」
と
「
相
宗
」
を
兼
修
し
た
人

物
と
し
て
、
彼
の
著
述
は
い
ず
れ
の
経
典
や
思
想
に
も
傾
い
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
円
融
の
思
想
は
元
暁
の
影
響
に
よ
る
も

の
で
、
太
賢
は
自
身
の
著
述
で
、
元
暁
の
和
諍
思
想
と
一
心
思
想
を
中
心
に
、
よ
り
発
展
し
た
形
の
思
想
体
系
を
示
し
て
い

る
。
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新
羅
は
統
一
以
後
に
『
梵
網
経
』
が
盛
行
し
た
。
元
暁
、
勝
莊
（
生
没
未
詳
）、
義
寂
（
６
８
１
〜
？
）
を
は
じ
め
、
太
賢
も

『
梵
網
経
』
の
註
釈
書
を
著
述
し
た
。
太
賢
は
『
菩
薩
戒
本
宗
要
』（
大
正
45
、
以
下
『
宗
要
』
と
呼
ぶ
）
と
『
梵
網
経
古
迹
記
』（
大
正
40
、

以
下
『
古
迹
記
』
と
呼
ぶ
）
で
、
大
小
乗
の
戒
律
と
先
学
達
の
註
釈
を
ま
と
め
、
自
身
の
思
想
を
加
え
て
『
梵
網
経
』
を
註
釈
し
た
。

『
宗
要
』
は
、
太
賢
が
『
梵
網
経
』
の
註
釈
に
先
立
っ
て
自
身
の
菩
薩
戒
観
を
示
し
た
著
述
で
、「
三
聚
浄
戒
」
を
通
じ
て

「
性
宗
」
と
「
相
宗
」
を
融
合
し
、
大
小
乗
の
戒
律
を
包
摂
し
て
い
る
。
太
賢
以
前
ま
で
の
『
梵
網
経
』
の
註
釈
書
は
『
梵
網

経
』
の
下
巻
か
ら
註
釈
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
古
迹
記
』
は
『
梵
網
経
』
の
上
下
巻
全
体
を
註
釈
し
て
い
る
。
太
賢
は

『
古
迹
記
』
で
、『
梵
網
経
』
と
『
華
厳
経
』
を
同
一
視
し
、『
梵
網
経
』
を
一
乗
教
で
把
握
す
る
。
そ
し
て
、「
梵
網
戒
」
全
体

を
「
三
聚
浄
戒
」
の
摂
律
儀
戒
で
認
識
し
、『
梵
網
経
』
の
中
に
「
七
衆
戒
」
と
「
瑜
伽
戒
」
を
含
め
て
い
る
。
こ
れ
は
思
想

だ
け
で
な
く
、
戒
律
に
お
け
る
太
賢
の
和
諍
思
想
と
一
心
思
想
を
よ
く
表
し
て
い
る
特
徴
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、『
古
迹
記
』
を
中
心
に
、
太
賢
が
和
諍
と
一
心
の
菩
薩
戒
観
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
が
一
切
戒
を
包
摂
し
た
菩
薩

戒
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
、『
梵
網
経
』
に
よ
る
出
家
僧
団
と
僧
団
運
営
を
示
そ
う
と
し
た
点
を
提
示
し
た

い
。

Ⅱ
．
先
行
研
究

太
賢
の
菩
薩
戒
研
究
の
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、
蔡
印
幻  
、
吉
津
宣
英  

、
崔
源
植  

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
ず
、
蔡
印
幻
氏
は
『
新
羅
仏
教
戒
律
思
想
研
究
』
で
、
太
賢
の
名
前
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
多
く
の
著
述
で
太
賢
は

「
太
賢
・
大
賢
・
青
丘
沙
門
」
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
韓
国
の
『
三
國
遺
事
』（
大
正
49
）
で
は
「
瑜
伽
祖　

大
徳
大
賢
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、『
宗
要
』
で
は
「
青
丘
沙
門　

大
賢
撰
」、『
古
迹
記
』
で
は
「
青
丘
沙
門　

太
賢
集
」
と
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書
か
れ
て
い
る
。
同
じ
太
賢
の
著
述
で
も
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
記
録
の
名
称
が
異
な
っ
た
だ
け

で
、
著
述
の
真
偽
な
ど
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
蔡
印
幻
氏
は
「
日
本
大
蔵
経
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
梵

網
経
古
迹
記
』
に
関
す
る
各
注
釈
書
は
、
み
な
太
賢
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
分
け
て
見
る
と
、
韓
国
と
中
国
の
資
料
で

は
、
ほ
ぼ
み
な
大
賢
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
見
ら
れ
る
資
料
の
大
部
分
は
、
太
賢
と
記
さ
れ
て
い
る
」  

と
述

べ
、
国
に
よ
っ
て
そ
の
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
と
説
く
。

そ
し
て
、
太
賢
の
著
述
に
つ
い
て
趙
明
基
氏  

の
調
査
に
基
づ
い
て
「
大
乗
の
各
経
典
に
関
す
る
注
疏
23
部
、
各
大
乗
論
に

関
す
る
注
疏
32
部
、
計
55
部
122
巻
で
あ
る
。
書
目
の
番
号
は
55
番
ま
で
あ
る
が
、
同
調
査
表
に
は
第
19
番
が
欠
け
て
い
る
た
め

に
実
教
は
54
部
が
記
載
さ
れ
て
い
る
」  

と
述
べ
、
こ
の
中
で
重
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
現
在
目
録
な
ど
に
見
え
る
こ
と
な
ど

を
ま
と
め
る
と
計
43
部
が
数
え
ら
れ
る
と
説
く
。
こ
の
よ
う
な
説
は
、
崔
源
植
氏
も
自
身
の
著
述  

で
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で

い
る
。
し
か
し
、
太
賢
の
43
部
の
著
述
は
ほ
と
ん
ど
散
失
し
、
現
在
は
５
部
14
巻
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。

ま
た
、
蔡
印
幻
氏
は
『
古
迹
記
』
に
引
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
経
律
論
を
調
べ
、
太
賢
が
『
古
迹
記
』
を
著
述
す
る
と
き
、

「
瑜
伽
戒
」
と
法
蔵
の
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』（
大
正
40
）
を
最
も
多
く
引
用
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
通

じ
て
太
賢
が
性
・
相
の
経
論
を
和
合
さ
せ
、『
瑜
伽
論
』
に
立
脚
し
て
『
梵
網
経
』
を
註
釈
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
和
諍
の
註
釈
方
式
は
、
元
暁
を
は
じ
め
当
時
の
新
羅
の
仏
教
学
者
の
間
で
の
註
釈
の
特
徴
で
あ
る
と
述
べ

る
。吉

津
宣
英
氏
は
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』
で
、
太
賢
が
『
古
迹
記
』
で
『
梵
網
経
』
の
上
下
巻
を
す
べ
て
註
釈
し
た
理
由

に
つ
い
て
「
私
が
推
測
す
る
に
太
賢
の
元
暁
・
法
蔵
融
合
の
姿
勢
そ
の
も
の
が
上
巻
の
華
厳
的
な
説
相
へ
の
注
釈
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
」  

と
述
べ
る
。
ま
た
、
上
巻
の
註
釈
を
通
じ
、
太
賢
が
『
華
厳
経
』
と
『
梵
網
経
』
を
一
体
と
し
て
把
握
し

て
い
る
の
が
分
か
る
と
述
べ
る
。
吉
津
氏
も
太
賢
の
和
諍
思
想
に
重
点
を
置
い
て
『
古
迹
記
』
を
把
握
し
て
い
る
が
、
蔡
印
幻

4
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氏
の
性
・
相
二
宗
の
和
諍
と
は
異
な
っ
て
、
元
暁
・
法
蔵
の
融
合
に
焦
点
を
置
い
て
い
る
。
元
暁
・
法
蔵
の
融
合
説
は
『
古
迹

記
』
の
一
心
思
想
に
よ
る
も
の
で
、
太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
法
蔵
を
９
回
、
元
暁
を
１
回
引
用
し
て
い
る
。
相
対
的
に
法
蔵
の

引
用
が
多
い
が
、『
古
迹
記
』
は
元
暁
の
一
心
思
想
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
註
釈
書
で
、
太
賢
は
一
心
思
想
を
通
じ
て
「
瑜
伽

戒
」
と
「
瑜
伽
戒
」
を
批
判
す
る
『
法
蔵
疏
』
を
一
つ
の
註
釈
書
で
調
和
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
賢
は
一
心
思
想
に
基
づ

い
て
和
諍
の
註
釈
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。  

こ
の
よ
う
な
元
暁
・
法
蔵
の
融
合
説
は
、『
梵
網
経
』
の
一
乗
教
思
想
と
も
関
連
が
あ
る
。
元
暁
は
『
梵
網
経
』
を
一
乗
教

で
扱
っ
て
い
る
が
、
法
蔵
は
別
教
一
乗
の
立
場
か
ら
『
梵
網
経
』
を
三
乗
教
で
扱
っ
て
い
る
。   

そ
の
た
め
、
吉
津
氏
の
元
暁
・

法
蔵
の
融
合
説
は
『
華
厳
経
』
と
『
梵
網
経
』
を
同
一
視
し
、『
梵
網
経
』
を
一
乗
教
で
扱
う
こ
と
に
正
当
性
を
与
え
る
主
張

な
の
で
あ
る
。

崔
源
植
氏
は
『
新
羅
菩
薩
戒
思
想
史
研
究
』
で
、「
瑜
伽
戒
」
の
影
響
と
、
勝
莊
と
義
寂
と
の
相
関
関
係
を
説
く
。
特
に

「
十
重
四
十
八
軽
戒
」
の
註
釈
で
「
瑜
伽
戒
」
を
32
回
引
用
し
て
い
る
点
と
、「
瑜
伽
戒
」
の
「
無
違
犯
」
を
通
じ
て
犯
戒
の
判

断
を
す
る
点
に
注
目
し
て
い
る
。

崔
源
植
氏
は
、
太
賢
・
勝
莊
・
義
寂
が
同
じ
新
羅
の
唯
識
学
者
で
あ
る
か
ら
、
お
互
い
に
影
響
が
強
く
働
い
た
の
で
あ
ろ
う

と
主
張
す
る
。
特
に
「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
を
通
じ
て
法
蔵
の
影
響
も
確
認
で
き
る
が
、「
梵
網
戒
」
の
註
釈
で
勝
莊
、
義
寂
と

同
じ
引
用
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
蔵
よ
り
は
同
じ
新
羅
の
唯
識
学
者
で
あ
っ
た
勝
莊
と
義
寂
の
影
響
が
も
っ
と
強
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、『
瑜
伽
論
』
を
中
心
に
『
梵
網
経
』
を
理
解
す
る
点
が
勝
莊
、
義
寂
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て

お
り
、
智
顗
・
元
暁
・
法
蔵
と
は
異
な
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
太
賢
は
「
瑜
伽
戒
」
を
中
心
に
『
梵
網
経
』
を
包
摂
す
る
た

め
に
註
釈
し
た
の
で
は
な
い
の
で
、
勝
莊
と
は
思
想
的
に
一
致
し
な
い
と
述
べ
る
。  
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Ⅲ
．
太
賢
の
菩
薩
戒
観

太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
、『
梵
網
経
』
を
よ
り
大
乗
的
に
解
釈
し
た
菩
薩
戒
観
を
示
し
て
い
る
。
先
ず
、
太
賢
は
『
菩
薩
瓔

珞
本
業
経
』（
大
正
24
）
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
『
梵
網
経
』
の
戒
体
論
を
「
心
法
戒
体
」
で
説
い
て
い
る
。

本
業
に
云
く
、「
一
切
菩
薩
凡
聖
の
戒
は
尽
く
、
心
を
体
と
為
す
。
其
の
心
若
し
尽
く
れ
ば
戒
亦
尽
く
。
心
尽
く
る
こ

と
無
き
が
故
に
、
戒
も
亦
尽
く
る
こ
と
無
し
」
と
。
此
の
中
の
心
は
大
乘
の
心
な
り
。（
大
正
40
、
702
上
）

そ
し
て
、
仏
性
で
あ
る
如
来
性
を
一
心
と
認
識
し
、
如
来
性
を
再
び
戒
の
実
性
と
論
じ
て
い
る
。

如
来
性
は
即
ち
真
如
性
な
り
。
経
の
如
く
寂
滅
は
名
け
て
一
心
と
為
す
。
一
心
は
如
来
蔵
を
名
づ
く
。（
大
正
40
、
689
下
）

因
果
の
万
徳
は
戒
を
以
て
初
と
為
す
。
名
け
て
本
源
と
曰
ふ
。
下
に
広
く
釈
す
る
が
如
し
。
仏
性
種
子
は
戒
の
実
性
な

り
。（
同
上
、
700
上
）

こ
の
よ
う
に
太
賢
は
、
戒
の
根
本
を
仏
性
と
み
て
自
身
の
「
心
法
戒
体
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
心
を
寂
滅
と

認
識
し
、
戒
が
涅
槃
の
根
本
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
戒
を
受
戒
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
大
菩
提
心
の

発
心
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

六
道
衆
生
は
但
し
師
の
語
を
解
せ
ば
、
要
ず
須
ら
く
先
ず
大
菩
提
心
を
発
す
べ
し
。
定
ず
無
上
菩
提
を
取
り
て
未
來
際
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を
窮
め
、
有
情
を
利
楽
す
と
誓
ふ
を
謂
ふ
。（
大
正
40
、
700
上
）

発
心
は
菩
薩
行
の
根
本
で
、
発
心
に
よ
っ
て
受
戒
と
修
行
を
行
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
菩
薩
は
い
つ
も
発

心
で
あ
る
大
菩
提
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
戒
も
永
遠
に
つ
な
が
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
と
説
く
。

若
し
無
尽
の
戒
願
を
放
捨
せ
ざ
れ
ば
、
尽
犯
有
る
こ
と
無
し
。
辺
戒
無
き
が
故
な
り
。
此
れ
に
由
り
て
転
生
し
、
戒
も

亦
た
恒
に
随
へ
て
運
運
増
長
し
て
乃
ち
成
佛
に
至
る
。
猶
お
河
水
、
日
夜
停
ら
ず
、
運
運
遷
流
し
て
自
ら
大
海
に
到
る
が

如
し
。
唯
だ
故
に
大
菩
提
心
を
捨
つ
る
こ
と
の
み
は
除
く
。
彼
既
に
心
が
尽
き
れ
ば
戒
も
亦
た
尽
く
る
が
故
な
り
。（
大
正

40
、
701
上
）

こ
の
よ
う
に
『
瓔
珞
経
』
の
「
心
法
戒
体
」
は
、
菩
薩
の
大
菩
提
心
の
発
心
に
よ
っ
て
顕
現
さ
れ
、
永
遠
に
つ
な
が
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大
菩
提
心
の
発
心
に
よ
る
戒
は
涅
槃
の
根
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
戒
を
受
持
し
て
菩
薩
行
を
修
す

れ
ば
、
涅
槃
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
大
悲
心
は
大
乗
菩
薩
の
根
本
で
、
菩
薩
は
い
つ
も
空
性
で
中
道
を
観
じ
な
が
ら
、
一
切
衆
生
を
済
度
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
も
し
菩
薩
が
空
性
を
失
う
と
、
大
乗
も
失
う
こ
と
に
な
り
、
菩
薩
と
し
て
の
資
格
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

瑜
伽
に
云
ふ
が
如
し
「
真
如
は
所
縁
縁
の
種
子
の
如
き
が
故
に
、
空
を
失
壊
せ
ざ
れ
ば
大
乘
と
名
づ
く
る
が
故
な
り
。

無
漏
に
相
似
す
る
中
道
の
一
味
を
観
じ
て
十
方
を
教
化
し
。
一
切
衆
生
を
転
ず
る
と
は
、
凡
を
転
じ
て
聖
に
向
ふ
な
り
」

と
。（
大
正
40
、
694
下
）
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夫
れ
大
悲
心
を
発
す
と
は
、
空
性
の
中
に
一
切
法
の
如
実
性
を
見
る
。
若
し
空
性
を
失
壊
せ
ば
、
則
ち
一
切
の
大
乘
を

失
す
る
が
故
な
り
。（
同
上
、
693
上
）

こ
れ
は
『
瓔
珞
経
』
の
説
明
で
、
戒
を
「
心
」
と
み
て
、
そ
の
「
心
」
を
大
乗
心
で
説
い
た
の
に
基
づ
い
た
こ
と
で
、
菩
薩

は
必
ず
大
乗
心
（
大
菩
提
心
）
の
発
心
に
よ
っ
て
受
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
太
賢
は
戒
を
万
行
の
根
本
と
み
て
、
戒
行
に
よ
っ
て
菩
提
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

万
行
の
始
は
戒
を
以
て
本
と
為
す
。
万
行
の
終
は
菩
提
を
果
と
為
す
。
是
の
故
に
三
際
は
皆
戒
に
由
り
て
成
佛
す
。
三

聚
は
応
に
三
徳
と
成
る
べ
き
が
如
き
が
故
な
り
。（
大
正
40
、
701
下
）

つ
ま
り
、
大
菩
提
心
の
発
心
に
よ
っ
て
受
戒
す
る
と
、
大
乗
菩
薩
に
な
っ
て
成
仏
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き

受
戒
す
る
戒
が
菩
薩
戒
で
、
太
賢
は
衆
生
救
済
の
根
本
と
な
る
戒
を
菩
薩
戒
と
定
義
づ
け
て
い
る
。

戒
の
中
の
戒
は
菩
薩
戒
と
謂
ふ
。
広
く
衆
生
を
度
す
る
に
、
理
を
以
て
本
と
な
す
が
故
な
り
。
是
の
故
に
偏
に
菩
薩
戒

経
を
説
く
。（
大
正
40
、
712
上
）

菩
薩
戒
が
即
ち
摂
律
儀
戒
で
、
太
賢
は
摂
律
儀
戒
に
七
衆
戒
を
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菩
薩
戒
に
も
七
衆
戒
を
含
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
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此
の
八
戒
等
は
皆
声
聞
と
菩
薩
戒
に
通
ず
れ
ば
な
り
。
瑜
伽
論
に
云
く
、「
摂
律
儀
戒
は
七
衆
戒
な
る
が
故
に
」
と
。

涅
槃
經
に
云
く
、「
無
上
道
の
為
め
に
八
戒
を
受
く
る
が
故
な
り
」
と
。（
大
正
40
、
709
下
）

此
の
諸
戒
の
一
一
は
皆
な
三
聚
戒
の
義
を
具
す
。（
同
上
、
708
下
）

智
顗
を
は
じ
め
元
暁
と
法
蔵
も
、『
瑜
伽
論
』
の
「
三
聚
浄
戒
」
を
用
い
、『
梵
網
経
』
を
註
釈
し
た
。
太
賢
も
こ
の
よ
う
な

註
釈
方
式
を
受
け
継
ぎ
、「
三
聚
浄
戒
」
を
用
い
て
『
梵
網
経
』
を
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
前
の
註
釈
で
は
「
十
重
戒
」

だ
け
を
摂
律
儀
戒
と
認
識
し
た
が
、
蔡
印
幻
氏
の
説
明  

の
よ
う
に
、
太
賢
は
摂
律
儀
戒
を
よ
り
発
展
さ
せ
、「
十
重
四
十
八

軽
戒
」
を
摂
律
儀
戒
と
認
識
し
、「
梵
網
戒
」
全
体
に
一
切
戒
を
含
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
太
賢
の
菩
薩
戒
観
は
、『
梵
網
経
』
に
よ
る
出
家
を
狙
っ
た
こ
と
で
、
摂
律
儀
戒
に
よ
っ
て
『
梵
網
経
』
が
一

切
戒
を
包
摂
す
る
か
ら
、『
梵
網
経
』
に
よ
る
出
家
が
正
当
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
切
戒
を
含
ん
で
い
る

『
梵
網
経
』
を
受
戒
す
れ
ば
、
声
聞
戒
も
同
時
に
受
戒
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
太
賢
は
大
乗
菩
薩
が
声
聞
戒
を
受
け
た
後
に

菩
薩
戒
を
受
け
る
こ
と
を
否
定
す
る
。

必
ず
律
儀
に
由
り
て
後
に
不
共
の
二
菩
薩
戒
を
得
。
故
に
是
の
説
を
作
る
。
未
だ
必
ず
し
も
菩
薩
な
ら
ず
し
て
先
に
小

心
を
発
す
。（
大
正
40
、
703
上
）

こ
の
よ
う
に
太
賢
は
「
三
聚
浄
戒
」
を
用
い
、『
梵
網
経
』
を
よ
り
大
乗
的
に
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
菩
薩
戒

観
は
、
日
本
の
南
都
仏
教
や
天
台
宗
の
最
澄
（
７
６
７
〜
８
２
２
）
な
ど
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
菩
薩
戒
の
受
戒
を
「
一
分
受
」
と
「
全
分
受
」
に
分
け
、
受
戒
者
が
自
身
の
機
根
や
状
況
に
合
わ
せ
、
菩
薩
戒
を

12
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受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
論
ず
る
。

其
の
受
者
は
意
楽
を
堪
ふ
所
に
随
ふ
。
或
い
は
一
戒
を
受
く
、
或
い
は
多
く
得
。
皆
に
戒
を
成
じ
て
名
け
て
菩
薩
と
為

す
。（
大
正
40
、
700
中
）

受
戒
者
が
、
声
聞
戒
の
よ
う
に
す
べ
て
の
戒
を
受
戒
す
る
の
で
は
な
く
、
戒
を
分
け
て
受
戒
す
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

「
梵
網
戒
」
全
体
に
一
切
戒
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
梵
網
戒
」
は
、
一
戒
だ

け
で
も
受
戒
す
れ
ば
、
菩
薩
に
な
り
、
そ
の
功
徳
は
声
聞
戒
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
述
べ
、『
梵
網
経
』
に
よ
る
出
家
の
素
晴

ら
し
さ
を
主
張
し
て
い
る
。

但
だ
語
を
解
し
、
唯
だ
一
戒
を
受
く
の
み
と
雖
も
、
猶
お
二
乘
の
一
切
功
徳
に
勝
る
。（
大
正
40
、
700
中
）

こ
れ
は
『
梵
網
経
』
を
よ
り
広
く
流
通
さ
せ
る
た
め
の
方
便
説
で
、
太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
単
純
に
『
梵
網
経
』
を
註
釈
す

る
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
梵
網
戒
」
に
よ
る
大
乗
菩
薩
の
出
家
を
正
当
化
さ
せ
、「
梵
網
戒
」
の
流
通
と
実
践
化
を
狙
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

Ⅳ
．『
梵
網
経
古
迹
記
』
の
科
文

太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
『
梵
網
経
』
を
「
時
処
・
機
根
・
蔵
摂
・
翻
訳
・
宗
趣
・
題
名
・
本
文
」
の
七
門
に
分
け
て
説
く
。   13
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吉
津
氏
は
、
太
賢
の
七
門
に
は
法
蔵
の
十
門  

の
影
響
が
あ
る
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
七
門
と
十
門
を
比
較
す
る
。  

（
表
１
）

し
か
し
、
太
賢
と
法
蔵
の
比
較
を
み
る
と
、
十
門
の
中
の
「
第
３
摂
教
分
斉
」
と
「
第
５
能
詮
教
体
」
は
、
太
賢
の
七
門
に

相
応
す
る
部
分
が
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
津
氏
は
、
七
門
の
「
第
２
機
根
」
と
「
第
３
蔵
摂
」
を
引
用
し
、
太
賢
が
「
一
切

衆
生
実
有
仏
性
」
と
「
三
聚
浄
戒
」
を
通
じ
、
法
蔵
よ
り
『
梵
網
経
』
を
緩
や
か
に
規
定
し
て
い
る
と
説
く
。   

そ
し
て
、
こ

14

15

太
賢
の
七
門

法
蔵
の
十
門

第
１
時
処

第
１
教
起
所
因

第
２
機
根

第
４
顕
所
為
機

第
３
蔵
摂

第
２
諸
蔵
所
摂

第
４
翻
訳

第
８
経
起
本
末

第
９
部
類
伝
訳

第
５
宗
趣

第
６
所
詮
宗
趣

第
６
題
名

第
７
釈
経
題
目

第
７
本
文

第
10
随
文
解
釈

第
３
摂
教
分
斉

第
５
能
詮
教
体

16
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の
よ
う
な
緩
や
か
な
規
定
は
、「
瑜
伽
戒
」
の
扱
い
方
に
も
表
れ
て
い
る
こ
と
で
、
太
賢
が
『
梵
網
経
』
を
よ
り
包
容
的
に
注

釈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
古
迹
記
』
の
七
門
の
中
、「
第
５
宗
趣
」
は
『
古
迹
記
』
の
核
心
部
分
で
、
太
賢
は
こ
こ
で
自
身
の
戒
体
論
と
菩
薩
戒
観

を
示
し
て
い
る
。
太
賢
は
、
先
ず
「
宗
趣
」
を
「
宗
」
と
「
趣
」
に
分
け
、「
宗
」
を
戒
と
み
て
、「
趣
」
を
「
宗
」
が
帰
る
べ

き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、「
宗
」
を
「
趣
」
に
至
る
た
め
の
方
便
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
趣
と
言
ふ
は
、
語
の
表
す
所
を
宗
と
曰
ふ
。
宗
の
帰
す
る
所
を
趣
と
曰
ふ
。
此
の
経
は
正
に
心
行
を
以
て
宗
と
為

す
。
證
覚
と
利
生
を
以
て
其
の
趣
と
為
す
。（
大
正
40
、
689
下
）

こ
の
よ
う
に
「
宗
趣
」
は
、「
宗
」
は
「
心
行
」、「
趣
」
は
「
證
覚
利
生
」
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、「
心
行
」
を
さ
ら
に
「
教

正
行
門
」
と
「
誡
悪
行
門
」
に
分
け
る
。

心
行
と
言
ふ
は
略
し
て
二
門
有
り
。
一
は
教
正
行
門
、
二
は
誡
悪
行
門
な
り
。
教
正
行
は
、
即
ち
経
の
初
に
三
賢
十
聖

の
内
證
の
行
を
説
く
。
誡
悪
行
は
、
即
ち
経
の
後
に
十
重
四
十
八
軽
戒
の
行
を
説
く
。（
大
正
40
、
689
下
）

「
教
正
行
門
」
は
、
三
賢
十
聖
の
内
證
の
行
で
、
大
乗
菩
薩
が
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
で
あ
る
。「
誡
悪
行
門
」
は
、

『
梵
網
経
』
の
「
十
重
四
十
八
軽
戒
」
で
、
大
乗
菩
薩
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
で
あ
る
。
太
賢
は
こ
の
二
門
を
通
じ
、

大
乗
菩
薩
の
菩
薩
と
し
て
の
行
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
趣
」
で
あ
る
「
證
覚
利
生
」
を
「
如
来
性
門
」
と
「
発
趣
相
門
」
の
二
門
に
分
け
、「
性
」
と
「
相
」
を
説
い
て
い
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る
。

帰
す
る
所
の
趣
は
、
亦
た
二
門
有
り
。
一
は
如
来
性
門
、
二
は
発
趣
相
門
な
り
。（
大
正
40
、
689
下
）

如
来
性
は
、
前
述
の
よ
う
に
真
如
性
と
一
心
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
一
心
で
あ
る
如
来
性
は
、
ど
の
よ
う
な
分
別
も
し
な
い

状
態
で
、
空
性
な
の
で
あ
る
。

色
声
等
は
唯
だ
夢
塵
の
如
く
、
心
行
の
相
を
除
け
ば
、
都
て
得
る
所
無
し
。
境
は
既
に
即
ち
心
な
り
、
心
は
境
の
如
く

空
な
り
。
迷
ふ
が
故
に
生
死
す
、
悟
る
が
故
に
涅
槃
な
り
。
是
を
以
て
空
性
を
如
来
蔵
と
名
づ
く
。（
大
正
40
、
689
下
）

「
発
趣
相
門
」
は
、
一
切
衆
生
が
如
来
性
（
仏
性
）
を
持
っ
て
い
る
が
、
妄
念
に
よ
っ
て
顛
倒
さ
れ
、
そ
れ
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
論
ず
る
。
し
か
し
、
大
菩
提
心
の
発
心
を
通
じ
、
苦
海
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。

第
二
発
趣
門
は
、
是
の
如
く
内
に
如
来
性
有
り
。
故
に
諸
有
情
は
如
来
蔵
と
同
じ
く
、
妄
念
に
飄

ひ
る
が
えら

れ
て
苦
輪
は
無
際

な
る
と
聞
く
。
生
死
の
大
海
に
誓
ひ
て
舟
の
楫
と
為
る
。
其
の
中
に
受
く
る
大
苦
を
畏
ず
、
壊
る
べ
か
ら
ざ
る
無
礙
の
意

楽
を
発
し
、
大
菩
提
と
謂
ふ
。（
大
正
40
、
689
下
）

つ
ま
り
、
衆
生
は
妄
念
に
よ
っ
て
性
・
相
の
差
別
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
「
性
」
と
「
相
」
は
本
来
一
つ
で

あ
る
「
性
相
一
如
」
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
性
相
一
如
」
の
状
態
は
、
如
来
性
が
顕
現
さ
れ
た
一
心
の
状
態
で
、
有
無
の
両
辺
か
ら
離
れ
た
空
の
状
態
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
性
相
一
如
」
で
あ
る
空
の
状
態
も
、
無
所
得
の
方
便
で
、
実
は
空
に
よ
る
無
も
存
在
し
な
い
の
で
、
空
も

ま
た
空
で
あ
る
と
論
ず
る
。

瑜
伽
に
云
ふ
が
如
し
「
空
の
性
相
に
於
い
て
失
壊
あ
ら
ば
、
便
ち
一
切
の
大
乘
を
失
壊
す
。
是
れ
を
以
て
菩
薩
は
六
度

を
行
ず
る
時
、
皆
無
所
得
を
以
て
方
便
と
為
す
」
と
。
無
所
得
は
即
ち
住
ま
ざ
る
道
な
り
。
若
し
唯
だ
有
を
空
ず
る
の
み

な
ら
ば
、
便
ち
無
を
得
る
べ
し
。
而
る
に
復
た
空
を
空
ず
る
が
故
に
無
所
得
な
り
。
無
所
得
の
故
に
三
輪
清
淨
な
り
。
是

れ
を
究
竟
修
の
菩
薩
行
と
名
づ
く
。（
大
正
40
、
690
上
）

こ
の
よ
う
に
太
賢
は
、「
宗
趣
」
で
自
身
の
菩
薩
戒
観
と
「
性
相
一
如
」
の
空
観
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
『
古
迹
記
』
全

体
に
表
れ
て
い
る
和
諍
思
想
と
一
心
思
想
の
核
心
で
、
太
賢
は
一
切
が
一
心
な
の
で
、
有
無
や
性
相
な
ど
を
分
別
す
る
必
要
が

な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戒
は
大
菩
提
心
を
発
し
て
涅
槃
に
至
る
た
め
の
方
便
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
和
諍
の
註
釈
は
、
七
門
の
「
第
６
題
名
」
に
も
表
れ
て
い
る
。
太
賢
は
こ
こ
で
『
梵
網
経
』
上
巻
の
菩
薩
の

「
十
発
趣
・
十
長
養
心
・
十
金
剛
心
・
十
地
」
の
修
行
の
階
位
に
つ
い
て
説
く
。
こ
れ
は
太
賢
が
意
図
的
に
『
華
厳
経
』
と

『
梵
網
経
』
を
同
一
視
さ
せ
る
た
め
に
註
釈
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
吉
津
氏
は
、
前
述
の
よ
う
に
太
賢
が
元
暁
・
法
蔵
の
融
合
を
主
張
す
る
た
め
、
上
巻
を
註
釈
し
た
の
で
あ
る

と
述
べ
る
。   

吉
津
氏
の
主
張
に
反
対
す
る
の
で
は
な
い
が
、
太
賢
が
『
古
迹
記
』
で
、
自
身
の
和
諍
と
一
心
の
菩
薩
戒
観
を

示
す
た
め
に
は
、『
梵
網
経
』
が
一
乗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
太
賢
は
『
梵
網
経
』
上
巻
の
註
釈
を
通
じ
、

『
梵
網
経
』
を
『
華
厳
経
』
と
同
じ
一
乗
教
に
含
め
、
自
身
の
菩
薩
戒
観
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

17
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こ
の
よ
う
な
『
華
厳
経
』
と
『
梵
網
経
』
の
一
体
化
も
、
太
賢
の
和
諍
の
註
釈
の
一
種
類
な
の
で
あ
る
。

次
に
、『
梵
網
経
』
の
「
十
重
四
十
八
軽
戒
」
の
註
釈
で
、
太
賢
は
前
述
の
通
り
、「
梵
網
戒
」
を
「
宗
趣
門
」
の
「
誡
悪
行

門
」
に
含
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
下
巻
の
「
梵
網
戒
」
が
「
誡
悪
行
門
」
に
入
っ
て
い
る
と
同
時
に
七
門
の
「
第
７
本
文
」
に

も
該
当
す
る
形
で
あ
る
。

大
段
の
第
二
は
誡
悪
行
門
な
り
。
中
に
於
い
て
三
有
り
。
開
序
故
、
正
説
故
、
流
通
故
な
り
。（
大
正
40
、
699
下
）

す
な
わ
ち
、「
誡
悪
行
門
」
の
中
に
「
開
序
分
・
正
説
分
・
流
通
分
」
の
「
梵
網
戒
」
の
本
文
が
入
っ
て
い
る
独
特
な
形
の

科
文
を
用
い
て
い
る
。

太
賢
は
「
梵
網
戒
」
の
「
十
重
戒
」
の
註
釈
で
、
先
ず
各
戒
の
条
目
ご
と
に
「
顕
制
意
」
と
「
釈
経
文
」
の
二
門
に
分
け
、

戒
の
内
容
と
犯
戒
に
つ
い
て
説
く
。

此
に
初
の
十
戒
は
各
二
門
に
説
く
。
一
は
制
意
を
顕
す
、
二
は
経
文
を
釈
す
。（
大
正
40
、
703
中
）

そ
し
て
、
犯
戒
の
説
明
で
あ
る
「
釈
経
文
」
を
再
び
「
違
犯
相
門
・
違
犯
性
門
・
境
界
事
門
・
結
成
罪
門
」
の
四
門
に
分
け

て
説
く
。第

二
の
釈
文
は
、
経
に
四
門
有
り
。
一
は
違
犯
相
門
、
二
違
犯
性
門
、
三
境
界
事
門
、
四
結
成
罪
門
な
り
。（
大
正
40
、
703

中
）
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太
賢
は
犯
戒
の
判
断
に
お
い
て
、
罪
の
結
果
だ
け
を
見
ず
、
罪
の
「
性
」
と
「
相
」
を
通
じ
、
犯
戒
が
起
こ
っ
た
原
因
と
過

程
を
確
認
し
て
罪
を
判
断
す
る
。

次
に
、
太
賢
は
「
四
十
八
軽
戒
」
を
「
十
戒
・
十
戒
・
十
戒
・
九
戒
・
九
戒
」
の
五
つ
に
分
け
て
註
釈
す
る
。

初
の
十
に
四
門
有
り
。
初
の
二
は
自
心
の
念
を
護
る
門
な
り
。
憍
逸
処
に
於
い
て
軽
慢
を
制
す
る
が
故
に
、
放
逸
処
に

於
い
て
酒
過
を
断
ず
る
が
故
な
り
。
次
の
三
は
他
心
の
行
を
護
る
門
な
り
。
次
の
三
は
仏
法
を
仰
修
す
る
門
な
り
。
後
の

二
は
衆
生
を
救
護
す
る
門
な
り
。（
大
正
40
、
708
下
）

下
よ
り
十
戒
は
分
ち
て
二
門
と
為
す
。
初
の
四
は
自
善
を
護
る
門
、
後
の
六
は
摂
他
を
護
る
門
な
り
。（
同
上
、
710
下
）

下
よ
り
十
戒
は
六
和
敬
と
成
る
。
十
は
次
の
如
く
三
・
一
・
四
・
二
は
、
彼
の
業
・
見
・
利
・
戒
を
同
じ
く
摂
す
と
謂

ふ
が
故
な
り
。
初
の
三
は
各
三
業
を
同
じ
く
摂
す
る
が
故
に
六
和
敬
と
成
る
。（
同
上
、
712
上
）

下
よ
り
九
戒
は
、
正
施
を
開
く
が
故
に
、
横
取
を
遮
る
が
故
に
、
邪
縁
を
避
く
る
が
故
に
、
正
乘
に
趣
く
が
故
に
、
願

求
を
発
す
る
が
故
に
、
立
誓
し
て
厭
ふ
が
故
に
、
離
難
の
故
に
、
無
乱
の
故
に
、
利
楽
の
故
に
、
所そ

れ
ゆ
え為

応
に
知
る
べ
し
。

（
同
上
、
713
下
）

下
よ
り
九
戒
に
初
の
五
は
戒
を
以
て
摂
受
す
、
後
の
四
は
悲
を
以
て
教
化
す
。（
同
上
、
716
上
）

こ
の
よ
う
に
太
賢
は
、
各
戒
が
制
定
さ
れ
た
理
由
と
戒
の
性
格
に
よ
っ
て
「
四
十
八
軽
戒
」
を
五
種
に
分
け
た
後
、
各
戒
の

条
目
を
さ
ら
に
詳
細
に
分
類
し
、「
梵
網
戒
」
の
受
戒
者
の
理
解
を
手
伝
っ
て
い
る
。

以
上
の
説
明
の
よ
う
に
、
太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
、『
梵
網
経
』
を
先
ず
七
門
に
分
け
た
後
、「
梵
網
戒
」
を
「
第
５
宗
趣
」

の
「
誡
悪
行
門
」
と
「
第
７
本
文
」
に
該
当
さ
せ
て
い
る
独
特
な
科
文
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
梵
網
戒
」
が
本
文
で
あ
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る
と
同
時
に
「
宗
趣
」
の
一
門
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
宗
趣
」
で
の
説
明
の
よ
う
に
、
戒
は
涅
槃
に
至
る
た
め
の
方
便
に
す

ぎ
な
い
の
で
、
戒
の
相
に
執
着
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
一
心
思
想
の
方
法
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅴ
．『
梵
網
経
古
迹
記
』

１
．「
瑜
伽
戒
」
の
引
用

太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
、「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
の
犯
戒
と
戒
の
条
目
に
つ
い
て
説
く
。
特
に
「
十
重
四

十
八
軽
戒
」
の
13
箇
所
の
条
目
で
、
次
の
よ
う
に
「
瑜
伽
戒
」
と
の
比
較
を
通
じ
、
犯
戒
の
「
無
違
犯
」
を
説
く
。

若
し
多
く
の
有
情
を
救
脱
せ
ん
が
為
の
故
に
、
正
し
く
知
る
想
い
を
覆
い
て
妄
語
を
説
く
。
瑜
伽
論
に
云
く
、「
違
犯

す
る
所
無
く
、
多
功
徳
を
生
ず
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
妄
語
は
他
勝
処
を
犯
す
」
と
。（
大
正
40
、
706
上
）

「
無
違
犯
」
は
、
受
戒
者
が
戒
を
犯
し
て
も
、
犯
戒
の
原
因
が
衆
生
の
た
め
の
菩
薩
行
で
あ
っ
た
場
合
、
罪
で
は
な
く
、
む

し
ろ
功
徳
と
判
断
す
る
。
こ
れ
は
犯
戒
を
結
果
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
犯
戒
の
原
因
を
通
じ
て
罪
を
判
断
し
、
菩
薩
の
衆

生
済
度
行
の
範
囲
を
よ
り
大
乗
的
に
拡
張
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
太
賢
は
犯
戒
だ
け
で
な
く
、
戒
の
条
目
の
解
釈
に
於
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
「
瑜
伽
戒
」
を
引
用
す
る
。

釈
文
の
中
に
、
菩
薩
は
一
切
の
貧
窮
人
の
来
乞
す
る
を
見
る
と
言
う
は
、
菩
薩
地
に
云
く
、「
勝
る
利
が
而
ち
来
乞
者

に
有
る
と
見
、
方
に
施
與
す
べ
し
。
財
を
以
て
摂
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
化
導
し
易
き
が
故
な
り
。
若
し
利
益
無
く
ん
ば
、
設
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い
安
楽
が
有
れ
ど
も
応
に
施
與
す
べ
か
ら
ず
、
何
を
以
て
の
故
に
、
若
し
彼
に
施
す
時
は
、
暫
ら
く
彼
を
し
て
菩
薩
の
所

に
於
い
て
心
に
歓
喜
を
生
ぜ
し
む
と
雖
も
、
而
る
後
に
彼
を
し
て
広
く
種
種
の
不
饒
益
の
事
を
作
さ
し
む
。
謂
く
施
に
因

る
が
故
に
、
彼
を
し
て
多
く
憍
逸
悪
行
を
行
ぜ
し
め
、
身
壊
し
て
已
後
悪
趣
に
墮
せ
し
む
る
が
故
な
り
」
と
。（
大
正
40
、
706

下
）

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、「
無
違
犯
」
の
引
用
と
も
同
じ
性
格
で
、
受
戒
者
が
円
満
に
衆
生
済
度
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
判
断
基
準
を
よ
り
広
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

太
賢
の
「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
に
つ
い
て
、
崔
源
植
氏
は
勝
莊
と
義
寂
と
の
比
較
を
通
じ
、
太
賢
が
彼
ら
の
影
響
に
よ
っ
て

「
瑜
伽
戒
」
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
と
説
く
。   

崔
源
植
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
勝
莊
は
23
箇
所
、
義
寂
は
17
箇
所
の
戒
の
条
目

で
「
瑜
伽
戒
」
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
３
人
は
総
計
10
箇
所
の
条
目  

で
同
じ
内
容
の
「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
を
し
て
い

る
と
説
く
。
し
か
し
、
太
賢
の
「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
の
目
的
は
、『
梵
網
経
』
を
中
心
に
「
瑜
伽
戒
」
を
包
摂
す
る
た
め
で
あ

り
、
勝
莊
の
「
瑜
伽
戒
」
を
中
心
と
し
た
註
釈
と
は
引
用
の
目
的
が
異
な
る
と
述
べ
る
。

引
用
の
内
容
を
み
る
と
、
崔
源
植
氏
の
主
張
の
よ
う
に
、
勝
莊
お
よ
び
義
寂
と
の
影
響
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
次
の
「
第
１
快
意
殺
生
戒
」
の
よ
う
に
、
勝
莊
や
義
寂
と
同
じ
引
用
を
す
る
が
、「
瑜
伽
戒
」
の
犯
戒
を
否
定
す
る
場

合
も
あ
る
。

瑜
伽
に
説
く
が
如
し
「
菩
薩
は
若
し
重
罪
を
作
さ
ん
と
欲
す
る
を
見
、
発
心
し
思
惟
す
る
に
、
我
れ
若
し
彼
の
悪
衆
生

の
命
を
断
た
ば
当
に
地
獄
に
墮
つ
べ
し
。
如
し
其
れ
断
た
ざ
れ
ば
彼
の
罪
は
業
成
じ
て
当
に
大
苦
を
受
く
べ
し
。
我
れ
寧

ろ
彼
を
殺
し
て
那
落
迦
に
墮
つ
る
も
、
終
に
其
を
し
て
無
間
の
苦
を
受
け
し
め
ざ
ら
ん
と
。
是
の
如
く
彼
に
於
い
て
或
い

18

19
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は
善
心
、
或
い
は
無
記
心
を
以
て
、
此
の
事
を
知
り
已
つ
て
当
来
の
為
め
の
故
に
深
く
慚
愧
を
生
じ
、
憐
愍
の
心
を
以
て

彼
の
命
を
断
つ
、
此
の
因
縁
に
由
り
て
菩
薩
戒
に
於
い
て
違
犯
す
る
所
無
く
、
多
く
の
功
徳
を
生
ず
」
と
。
此
れ
は
煩
惱

を
闕
く
る
が
故
に
違
犯
無
く
、
意
楽
が
善
き
が
故
に
多
く
の
功
徳
を
生
ず
。
今
解
し
て
然
ら
ず
。
業
道
に
成
ら
ず
、
亦
た

犯
に
成
る
が
故
な
り
。（
大
正
40
、
703
下
）

太
賢
は
多
く
の
戒
の
条
目
で
、「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
を
通
じ
て
犯
戒
の
「
無
違
犯
」
を
説
く
が
、
殺
生
に
つ
い
て
は
異
な
る

註
釈
を
す
る
。
殺
生
は
、
菩
薩
が
絶
対
に
行
じ
て
は
な
ら
な
い
行
為
と
み
て
、
た
と
え
衆
生
済
度
の
た
め
の
菩
薩
行
と
し
て
犯

戒
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
業
は
残
ら
な
い
が
、
罪
は
成
り
立
つ
と
述
べ
る
。

こ
れ
は
「
第
１
快
意
殺
生
戒
」
の
制
定
の
理
由
と
も
関
連
が
あ
る
こ
と
で
、
菩
薩
は
衆
生
の
生
死
の
苦
し
み
を
救
済
す
る
た

め
の
行
を
す
る
者
な
の
で
、
方
便
と
し
て
も
、
そ
の
命
を
絶
っ
て
は
な
ら
な
い
。

制
意
と
は
、
世
間
に
畏
ら
る
る
死
苦
を
窮
む
る
が
為
め
な
り
、
他
を
損
ず
る
こ
と
の
中
に
過
し
て
命
を
奪
う
こ
と
無

し
。（
大
正
40
、
703
中
）

太
賢
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
僧
団
の
規
制
と
と
も
に
、
当
時
の
社
会
倫
理
的
な
部
分
も
反
映
し
て
註
釈
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
、
僧
団
の
制
度
を
護
る
た
め
の
犯
戒
は
「
無
違
犯
」
と
判
断
し
て
い
る
。

瑜
伽
論
に
云
く
、「
現
に
資
財
有
り
て
求
む
る
者
が
来
る
有
り
。
嫌
恨
心
を
懐
き
、
恚
惱
心
を
壊
し
て
施
さ
ざ
れ
ば
染

犯
な
り
。
若
し
怠
り
て
放
逸
せ
ば
非
染
に
し
て
違
犯
な
り
。
無
違
犯
と
は
、
若
し
く
は
施
す
べ
き
物
無
く
、
若
し
く
は
宜
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し
か
ら
ざ
る
物
を
求
む
、
若
し
く
は
彼
を
調
伏
す
、
若
し
く
は
彼
が
王
に
宜
し
か
る
に
あ
ら
ざ
る
所
な
り
、
若
し
く
は
僧

制
を
護
る
」
と
。（
大
正
40
、
707
中
）

瑜
伽
論
に
云
く
、「
慢
心
と
嫌
心
と
恚
心
は
染
犯
な
り
。
懈
怠
と
忘
念
は
是
れ
非
染
に
し
て
犯
な
り
。
無
違
犯
は
、
或

い
は
病
、
或
い
は
狂
、
或
い
は
睡
。
或
い
は
自
ら
説
法
す
、
或
い
は
他
と
与
に
語
る
、
或
い
は
自
ら
聴
法
す
。
或
い
は
将

に
説
法
者
の
心
を
護
ら
ん
と
欲
す
。
或
い
は
将
に
多
く
の
有
情
の
心
を
護
る
と
す
る
が
為
め
な
り
。
或
い
は
調
伏
の
為

め
、
或
い
は
僧
制
を
護
る
。
皆
無
違
犯
な
り
」
と
。（
大
正
40
、
709
上
）

こ
の
よ
う
に
太
賢
は
、「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
を
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
第
１
快
意
殺
生
戒
」
の

説
明
の
よ
う
に
、「
瑜
伽
戒
」
の
内
容
が
当
時
の
社
会
倫
理
的
な
部
分
と
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
太
賢
以
前
の
註
釈
書
で
解
釈
さ
れ
た
『
梵
網
経
』
の
内
容
を
、
当
時
の
時
代
性
に
合
わ
せ
、
修
正
・
補
完
し
た
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
殺
生
に
関
し
て
は
、
社
会
的
に
も
重
罪
な
の
で
、
僧
団
内
の
殺
生
は
僧
団
運
営
に
大
き
な
被
害
を
与

え
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、「
瑜
伽
戒
」
の
内
容
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
通
り
、
太
賢
は

菩
薩
戒
に
よ
る
僧
団
の
制
度
化
と
運
営
を
考
え
、『
梵
網
経
』
を
註
釈
し
た
。「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
は
、
単
純
に
『
梵
網
経
』
の

犯
戒
の
判
断
を
手
伝
う
た
め
だ
け
で
な
く
、『
梵
網
経
』
が
菩
薩
戒
と
し
て
僧
団
の
制
度
化
を
可
能
に
す
る
た
め
の
手
段
な
の

で
あ
る
。
太
賢
は
統
一
新
羅
時
代
の
人
物
で
、
そ
の
こ
ろ
は
『
梵
網
経
』
を
戒
律
の
主
流
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
統
一
以
前

の
新
羅
は
、
圓
光
（
５
５
５
〜
６
３
８
）
と
慈
藏
（
５
９
０
〜
６
５
８
）
を
中
心
に
、
声
聞
戒
の
研
究
が
活
発
な
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
統
一
前
後
に
は
、
元
暁
の
登
場
に
よ
っ
て
本
格
的
に
『
梵
網
経
』
と
『
瓔
珞
経
』
な
ど
が
註
釈
さ
れ
た
。
三
國
統
一

以
後
に
は
、
勝
莊
と
義
寂
、
太
賢
な
ど
の
唯
識
学
者
た
ち
を
中
心
に
、『
梵
網
経
』
が
戒
律
の
主
流
に
な
っ
て
活
発
に
研
究
さ

れ
た
の
で
あ
る
。  20
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こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
当
時
の
戒
律
の
主
流
で
あ
っ
た
『
梵
網
経
』
が
統
一
新
羅
の
社
会
倫
理
的
な
部
分
と
符
合

し
な
い
と
、
戒
律
と
し
て
の
力
を
失
い
、
僧
団
が
批
判
的
に
見
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
註
釈
を
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、『
梵
網
経
』
の
註
釈
で
「
瑜
伽
戒
」
を
引
用
し
た
の
は
、『
梵
網
経
』
に
「
三
聚
浄
戒
」
思
想
を
含
め
、
菩
薩
戒
と
し

て
の
正
当
性
を
与
え
る
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
蔵
の
註
釈
で
も
表
れ
た
形
で
、
以
前
の
菩
薩
戒
の
主
流
で
あ
っ
た

「
瑜
伽
戒
」
を
『
梵
網
経
』
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
戒
者
の
理
解
を
手
伝
い
、『
梵
網
経
』
を
主
流
と
し
て
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
、「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
は
、『
梵
網
経
』
の
「
三
聚
浄
戒
」
思
想
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
重
要
な
役
割
を
す
る
。
智
顗

か
ら
始
ま
っ
た
『
梵
網
経
』
の
註
釈
は
、「
三
聚
浄
戒
」
思
想
に
基
づ
い
て
解
釈
し
て
い
る
。
蔡
印
幻
氏
の
説
明  

に
よ
る
と
、

「
三
聚
浄
戒
」
に
は
『
華
厳
経
』
と
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。
そ
の
中
、『
瑜
伽
師
地
論
』
の
「
三
聚
浄
戒
」

は
、
摂
律
儀
戒
に
声
聞
戒
ま
で
も
含
め
、
一
切
戒
を
含
ん
だ
戒
律
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
瑜
伽
師
地
論
』
の
「
瑜
伽
戒
」
を

『
梵
網
経
』
に
含
め
る
の
は
、
自
然
に
『
梵
網
経
』
の
中
に
も
、
一
切
戒
を
含
め
る
こ
と
に
な
る
。
太
賢
も
こ
の
よ
う
な
註
釈

の
流
れ
を
受
け
継
ぎ
、『
古
迹
記
』
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
賢
は
「
瑜
伽
戒
」
を
引
用
を
通
じ
、『
梵
網
経
』

を
菩
薩
戒
と
し
て
正
当
化
さ
せ
、「
三
聚
浄
戒
」
思
想
を
確
立
さ
せ
る
和
諍
の
註
釈
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の

通
り
、『
梵
網
経
』
と
『
華
厳
経
』
を
一
体
化
さ
せ
、『
梵
網
経
』
を
一
乗
教
と
認
識
し
た
こ
と
と
と
も
に
、『
古
迹
記
』
に
表

れ
る
和
諍
の
註
釈
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
し
て
、
お
互
い
に
違
う
性
格
の
『
梵
網
経
』
と
「
瑜
伽
戒
」
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
『
梵
網
経
』
に
含
め
た
の
は
、
一
心

思
想
に
よ
る
註
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
太
賢
に
一
心
思
想
の
影
響
を
与
え
た
元
暁
の
『
菩
薩
戒
本
持
犯
要
記
』（
大
正
45
）
に
も

表
れ
る
形
で
あ
る
。
元
暁
は
『
要
記
』
で
、「
比
丘
二
百
五
十
戒
」
と
「
瑜
伽
戒
」、『
梵
網
経
』
を
一
つ
の
も
の
と
認
識
し
、

21
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摂
律
儀
戒
を
通
じ
て
『
梵
網
経
』
に
包
摂
さ
せ
て
い
る
。   

つ
ま
り
、
太
賢
も
元
暁
の
よ
う
に
一
心
思
想
に
基
づ
き
、「
瑜
伽

戒
」
を
『
梵
網
経
』
に
含
め
た
の
で
あ
る
。

２
．「
梵
網
戒
」
の
解
釈

太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
、『
梵
網
経
』
を
一
層
大
乗
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
大
乗
仏
教
の
修
行
者
は
、
小
乗

戒
で
出
家
す
る
必
要
が
な
い
と
述
べ
、
大
乗
菩
薩
戒
だ
け
の
出
家
を
勧
め
て
い
た
よ
う
に
、
以
前
の
註
釈
書
と
は
違
っ
た
大
胆

な
戒
の
解
釈
を
通
じ
、
よ
り
大
乗
的
な
菩
薩
戒
観
を
示
し
て
い
る
。

特
に
、
現
在
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
僧
侶
の
飲
酒
に
つ
い
て
「
第
２
飮
酒
軽
戒
」
で
、
酒
を
飲
ん
で
も
、
そ
の
酒
に
よ
っ
て

善
が
生
ず
れ
ば
、
酒
を
飲
ん
で
も
良
い
と
説
く
。

未
曽
有
經
に
五
戒
を
制
す
に
云
く
、「
若
し
酒
を
飲
み
て
悦
ぶ
心
に
善
が
生
ず
る
こ
と
有
れ
ば
飮
む
も
戒
を
犯
さ
ず
。

広
く
は
彼
れ
説
け
る
が
如
し
。
況
ん
や
菩
薩
戒
は
、
利
有
ら
ば
犯
無
し
。
維
摩
詰
が
諸
酒
肆
に
入
り
て
能
く
其
の
志
を
立

つ
る
が
如
し
」
と
。（
大
正
40
、
709
上
）

つ
ま
り
、
菩
薩
は
衆
生
済
度
の
た
め
に
は
、
一
緒
に
酒
を
飲
ん
で
も
犯
戒
に
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
で
、
以
前
の
飲
酒
の
禁

制
と
比
べ
、
大
胆
な
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
根
拠
は
、
太
賢
の
菩
薩
戒
観
に
表
れ
た
発
心
に
よ
る
受
戒
と

「
三
聚
浄
戒
」
に
あ
る
。
大
菩
提
心
の
発
心
は
、
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
菩
薩
の
誓
願
で
、「
三
聚
浄
戒
」
の
発
心
で
あ

る
。
菩
薩
は
衆
生
済
度
の
た
め
な
ら
、
た
と
え
犯
戒
に
な
る
行
で
あ
っ
て
も
、
恐
れ
ず
に
菩
薩
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
結
果
が
犯
戒
に
な
っ
て
も
、
犯
戒
の
原
因
が
衆
生
の
た
め
で
あ
っ
た
ら
功
徳
に
な
る
。

22
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そ
し
て
、
太
賢
は
「
第
３
無
慈
行
欲
戒
」
で
、
在
家
菩
薩
が
方
便
の
淫
行
を
通
じ
て
教
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
淫
行
も

無
犯
で
あ
る
と
説
く
。

菩
薩
地
に
云
ふ
が
如
し
「
在
家
菩
薩
は
母
邑
の
現
に
繋
属
無
き
あ
り
、
婬
欲
の
法
を
習
い
、
心
を
菩
薩
に
継
ぎ
非
梵
行

を
求
む
る
を
見
れ
ば
、
菩
薩
見
已
り
て
、
作
意
し
思
惟
し
て
、
彼
を
し
て
恚
り
多
く
非
福
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
な
か
れ
。

若
し
其
の
欲
に
随
わ
ば
便
ち
自
在
を
得
、
方
便
し
て
安
処
し
善
を
種
え
、
悪
を
捨
て
、
慈
愍
心
に
住
し
て
非
梵
行
を
行
ぜ

し
む
。
是
の
如
き
穢
染
の
法
を
習
ふ
と
雖
も
、
而
も
犯
す
所
無
く
、
多
く
の
功
徳
を
生
ず
。
出
家
は
爾
か
ら
ず
、
声
聞
を

護
る
が
故
な
り
」
と
。（
大
正
40
、
705
中
）

た
と
え
非
梵
行
で
あ
っ
て
も
、
衆
生
の
た
め
の
菩
薩
行
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
結
果
は
犯
戒
で
な
く
、
功
徳
で
あ
る
と
述
べ

る
。
し
か
し
、
出
家
菩
薩
の
淫
行
は
一
切
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
比
丘
と
僧
団
を
護
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
衆
生
済
度
の
た
め
の
菩
薩
の
犯
戒
行
は
、「
第
４
故
心
妄
語
戒
」
に
も
表
れ
て
い
る
。

若
し
多
く
の
有
情
を
救
脱
せ
ん
が
為
の
故
に
、
正
し
く
知
る
想
い
を
覆
い
て
妄
語
を
説
く
。
瑜
伽
論
に
云
く
、「
違
犯

す
る
所
無
く
、
多
功
徳
を
生
ず
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
妄
語
は
他
勝
処
を
犯
す
」
と
。（
大
正
40
、
706
上
）

妄
語
を
通
じ
て
多
く
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
戒
を
犯
し
て
も
功
徳
に
な
る
が
、
妄
語
の
目
的
が
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
重
罪
に
な
る
と
述
べ
る
。『
古
迹
記
』
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
「
梵
網
戒
」
が
「
瑜
伽
戒
」
を
通
じ
て
「
無
違
犯
」
と

判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
衆
生
済
度
と
い
う
確
実
な
目
的
に
よ
っ
て
「
無
違
犯
」
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
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れ
ば
、
す
べ
て
重
罪
に
な
る
。

そ
し
て
、
菩
薩
行
の
基
本
で
あ
る
布
施
行
に
つ
い
て
も
、
前
述
の
よ
う
に
無
条
件
に
行
ず
る
の
で
は
な
く
、
相
手
が
布
施
に

よ
っ
て
利
益
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
だ
け
、
布
施
す
る
よ
う
に
説
く
。

勝
る
利
が
而
ち
来
乞
者
に
有
る
と
見
、
方
に
施
與
す
べ
し
。
財
を
以
て
摂
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
化
導
し
易
き
が
故
な
り
。

若
し
利
益
無
く
ん
ば
、
設
い
安
楽
が
有
れ
ど
も
応
に
施
與
す
べ
か
ら
ず
。（
大
正
40
、
706
下
）

つ
ま
り
、
菩
薩
を
信
じ
て
従
う
者
だ
け
を
相
手
に
済
度
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
こ
の
よ
う
な
差
別
的
な
済
度

は
、
説
法
に
つ
い
て
も
表
れ
て
い
る
。

瑜
伽
の
四
十
に
云
く
、「
大
乘
を
謗
る
も
の
及
び
信
無
き
者
に
於
い
て
は
、
終
に
率
爾
に
開
悟
を
宣
示
せ
ず
。
所
以
は

何
と
な
ら
ば
、
其
れ
聞
き
已
つ
て
信
解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
大
無
知
障
に
覆
蔽
せ
ら
れ
て
便
ち
誹
謗
を
生
じ
ず
。
誹
謗
に

由
る
が
故
に
、
菩
薩
の
淨
戒
律
儀
に
住
し
て
無
量
の
大
功
徳
蔵
を
成
就
す
る
が
如
く
、
彼
の
誹
謗
者
も
亦
た
無
量
の
大
罪

業
蔵
の
為
め
に
随
逐
せ
ら
る
」
と
。
此
の
大
過
有
る
が
故
に
今
制
す
る
な
り
。（
大
正
40
、
717
上
）

仏
法
に
対
す
る
信
心
が
な
く
、
布
施
を
も
ら
っ
て
も
、
驕
慢
な
悪
行
を
す
る
よ
う
な
者
に
対
す
る
布
施
は
、
彼
を
済
度
す
る

の
で
は
な
く
、
も
っ
と
深
い
悪
趣
に
陥
れ
る
。
そ
の
た
め
、
菩
薩
は
一
切
衆
生
を
平
等
に
み
る
が
、
済
度
行
に
お
い
て
は
、
仏

法
を
信
じ
て
従
う
者
だ
け
に
布
施
と
説
法
を
す
る
の
で
あ
る
。

太
賢
は
、
戒
の
解
釈
と
と
も
に
、『
梵
網
経
』
の
「
自
誓
受
戒
」
と
「
好
相
」
に
つ
い
て
も
論
ず
る
。「
自
誓
受
戒
」
は
、
菩
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薩
戒
受
戒
の
特
徴
で
、
同
じ
受
戒
で
あ
る
が
、
下
品
の
受
戒
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
太
賢
は
「
従
他
受
戒
」
と
「
自
誓
受

戒
」、
す
べ
て
が
同
じ
心
で
戒
を
受
け
る
か
ら
、
戒
の
福
徳
に
も
差
別
が
な
い
と
述
べ
、「
自
誓
受
戒
」
を
「
従
他
受
戒
」
と
同

じ
受
戒
と
判
断
す
る
。

自
受
羯
磨
は
菩
薩
地
の
四
十
一
に
説
く
が
如
し
「
若
し
千
里
の
内
等
は
、
若
し
爾
ら
ば
自
受
の
功
徳
は
劣
る
か
」
と
。

爾
か
ら
ず
、
現
縁
無
し
と
雖
も
、
心
は
猛
利
の
故
な
り
。
五
十
三
に
云
ふ
が
如
し
「
自
受
と
從
他
は
若
し
等
し
く
心
受
す

れ
ば
、
亦
た
是
の
如
く
持
す
、
福
徳
に
別
無
し
」
と
。（
大
正
40
、
712
下
）

そ
し
て
、「
好
相
」
に
よ
る
懺
悔
に
つ
い
て
、
三
纒で

ん

（
品
）
に
分
け
て
、
上
纒
の
重
罪
だ
け
は
「
好
相
」
を
見
な
か
っ
た
ら
、

懺
悔
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
説
く
。

若
し
好
相
無
く
ん
ば
懺
す
と
雖
も
益
無
し
と
言
ふ
は
、
此
は
上
纒
が
犯
せ
ば
失
す
る
に
約
し
て
説
く
。
中
・
下
纒
に
非

ず
。（
大
正
40
、
716
下
）

こ
の
よ
う
な
太
賢
の
説
明
は
、『
梵
網
経
』
の
流
通
の
た
め
の
註
釈
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
自
誓
受
戒
」
を
「
従
他
受

戒
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
誰
で
も
発
心
さ
え
す
れ
ば
、
上
品
の
戒
を
受
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
『
梵

網
経
』
は
、「
自
誓
受
戒
」
と
懺
悔
に
於
い
て
、
必
ず
「
好
相
」
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
太

賢
は
上
纒
の
懺
悔
の
み
が
「
好
相
」
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
よ
り
緩
や
か
に
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
多
く
の
人
々
が
受

戒
と
懺
悔
を
通
じ
て
、
大
乗
菩
薩
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
註
釈
し
た
の
で
あ
る
。
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次
に
、
太
賢
は
経
文
の
解
釈
で
、
正
法
を
護
る
た
め
に
は
武
器
を
持
っ
て
も
良
い
と
述
べ
る
。

軽
垢
罪
を
犯
す
と
言
ふ
こ
と
は
、
若
し
正
法
を
護
れ
ば
即
ち
違
犯
無
し
。
涅
槃
経
の
中
に
在
家
は
法
を
護
れ
ば
仗
を
持

つ
こ
と
を
聴ゆ

る

す
が
故
な
り
。（
大
正
40
、
710
下
）

こ
れ
は
在
家
菩
薩
に
限
っ
て
許
し
た
戒
で
、
太
賢
は
出
家
菩
薩
が
衆
生
を
害
す
る
の
は
許
さ
な
い
。
し
か
し
、
三
寳
物
を
護

ら
な
い
の
は
罪
で
あ
る
と
み
て
、
僧
団
の
守
護
を
強
調
し
て
い
る
。

今
此
の
戒
中
に
守
護
せ
ざ
る
辺
に
軽
垢
罪
を
得
。
物
を
損
ず
る
所
に
約
せ
ば
波
羅
夷
を
犯
す
。（
大
正
40
、
713
上
）

こ
れ
は
、
統
一
新
羅
以
後
の
護
国
思
想
の
僧
兵
制
度
を
正
当
化
す
る
註
釈
で
、
太
賢
は
僧
団
と
国
の
守
護
を
重
要
視
し
た
。

こ
の
よ
う
な
性
格
の
註
釈
は
、
僧
侶
の
政
治
介
入
に
関
す
る
内
容
を
通
じ
て
も
把
握
で
き
る
。

菩
薩
の
理
は
応
に
諸
違
諍
を
和
す
べ
し
。
而
る
に
国
使
命
を
通
じ
て
相
ひ
殺
害
せ
ば
菩
薩
道
に
違
ふ
。
故
に
今
制
す
る

な
り
。
若
し
調
伏
し
て
長
く
相
ひ
殺
す
こ
と
を
止
め
ん
が
為
め
に
国
に
入
れ
ば
、
理
は
応
に
犯
す
こ
と
無
か
る
べ
し
。（
大

正
40
、
710
下
）

菩
薩
は
一
切
衆
生
を
平
等
に
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
政
治
に
介
入
し
、
ど
ち
ら
か
の
肩
を
持
つ
の
は
菩
薩
行
で
は
な

い
。
し
か
し
、
使
臣
と
し
て
戦
争
や
紛
争
を
中
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
無
犯
と
判
断
し
、
政
治
介
入
を
許
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
当
時
の
新
羅
の
国
師
制
度
と
も
関
係
が
あ
る
解
釈
で
、
太
賢
は
僧
団
と
国
の
調
和
を
通
じ
、
仏
法
を
護
っ
て
護
国
思
想

を
宣
揚
す
る
註
釈
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
当
時
の
僧
団
と
国
の
政
治
的
・
財
政
的
な

関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
方
便
で
、
太
賢
は
僧
団
と
国
の
関
係
を
仏
法
を
通
じ
て
結
び
付
け
て
い
る
。

仏
法
は
両
人
に
付
属
す
、
一
の
仏
弟
子
は
以
て
内
を
護
る
が
為
め
、
二
の
諸
国
王
は
以
て
外
を
護
る
が
為
め
な
り
。（
大

正
40
、
717
中
）

当
時
の
王
は
菩
薩
戒
を
受
戒
し
て
か
ら
王
位
に
即
い
た
か
ら
、
王
に
な
る
と
同
時
に
在
家
菩
薩
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
在

家
菩
薩
で
あ
る
王
は
、
仏
法
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
太
賢
は
、
仏
法
を
通
じ
て
僧
団
と
国
の
関
係
を
維
持

し
、
仏
法
の
守
護
の
た
め
の
僧
兵
と
国
師
制
度
に
対
す
る
正
当
性
を
確
立
す
る
註
釈
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅵ
．
終
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
和
諍
思
想
と
一
心
思
想
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
を
よ
り
大
乗
的
に
解
釈
し
た
。

先
ず
、
心
を
戒
と
み
て
、
戒
は
大
菩
提
心
の
発
心
に
よ
っ
て
受
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
戒
は
、
万

行
の
根
本
で
、
戒
に
よ
っ
て
涅
槃
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
受
戒
す
る
戒
が
菩
薩
戒
で
、
太
賢

は
「
三
聚
浄
戒
」
の
摂
律
儀
戒
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
の
「
十
重
四
十
八
軽
戒
」
に
一
切
戒
を
含
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
梵
網

戒
」
の
受
戒
は
、
一
切
戒
を
受
戒
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
太
賢
は
、
大
乗
修
行
者
は
声
聞
戒
を
受
戒
す
る
必
要
が
な
い

と
述
べ
、『
梵
網
経
』
に
よ
る
出
家
を
主
張
す
る
。
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こ
の
よ
う
な
菩
薩
戒
観
の
根
本
は
和
諍
思
想
と
一
心
思
想
で
、
太
賢
は
『
古
迹
記
』
全
体
で
一
心
思
想
に
基
づ
い
た
和
諍
の

註
釈
を
し
て
い
る
。
特
に
『
梵
網
経
』
上
巻
の
註
釈
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
を
『
華
厳
経
』
と
同
じ
一
乗
教
と
認
識
し
た
。
ま

た
、「
瑜
伽
戒
」
の
引
用
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
の
犯
戒
の
範
囲
を
広
め
、「
三
聚
浄
戒
」
思
想
を
確
立
し
た
。

「
瑜
伽
戒
」
の
摂
律
儀
戒
は
七
衆
戒
を
含
ん
で
い
る
戒
で
、『
梵
網
経
』
に
「
瑜
伽
戒
」
を
含
め
る
の
は
、『
梵
網
経
』
に
一

切
戒
を
含
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
前
の
菩
薩
戒
受
戒
の
根
拠
に
な
る
和
諍
の
註
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
瑜
伽
戒
」
の
引

用
は
、『
古
迹
記
』
の
大
乗
的
解
釈
の
根
本
に
な
る
。『
古
迹
記
』
は
、『
梵
網
経
』
の
中
に
「
瑜
伽
戒
」
を
含
め
て
い
る
形
で
、

『
梵
網
経
』
の
宣
揚
の
た
め
に
「
瑜
伽
戒
」
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
註
釈
方
式
は
、『
梵
網
経
』
の
菩
薩
戒
と
し
て
の

正
当
性
を
確
立
し
、
和
諍
の
註
釈
の
根
拠
に
な
る
の
で
あ
る
。

太
賢
は
戒
の
解
釈
で
も
「
瑜
伽
戒
」
を
通
じ
、
菩
薩
の
衆
生
済
度
の
た
め
の
方
便
と
し
て
の
非
梵
行
は
、
犯
戒
で
は
あ
っ
て

も
、
無
犯
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
大
菩
提
心
の
発
心
で
あ
る
「
三
聚
浄
戒
」
に
よ
る
こ
と
で
、
菩
薩
は
衆
生
済
度
の
た
め

な
ら
、
自
身
の
犠
牲
や
犯
戒
も
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
衆
生
済
度
の
た
め
の
菩
薩
の
非
梵
行
は
、
む
し
ろ
功
徳
に
な

る
と
述
べ
、
菩
薩
の
済
度
行
の
範
囲
を
よ
り
広
め
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
戒
の
解
釈
は
、
当
時
の
新
羅
の
時
代
性
と
も
結
び
付
き
、
僧
侶
が
国
の
た
め
に
僧
兵
に
な
っ
た
り
、
政

治
に
介
入
す
る
の
を
菩
薩
行
と
み
な
し
て
い
る
。
特
に
、
仏
法
を
通
じ
て
僧
団
と
国
の
関
係
を
維
持
し
、
王
を
、
僧
団
の
外
部

を
護
る
在
家
菩
薩
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
太
賢
は
『
古
迹
記
』
で
、
一
心
に
基
づ
い
た
和
諍
の
註
釈
を
通
じ
、『
梵
網
経
』
を
一
切
戒
を
含
ん
だ
一
乗
教

と
認
識
し
た
。
ま
た
、
菩
薩
行
に
つ
い
て
、
よ
り
大
乗
的
に
解
釈
し
、
戒
の
相
に
執
着
せ
ず
、
衆
生
済
度
を
優
先
す
る
大
乗
菩

薩
行
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
太
賢
の
『
古
迹
記
』
は
、
以
前
の
先
学
達
の
註
釈
に
自
身
の
思
想
を
加
え
て
編
纂
し
た
註
釈
書
で
あ
り
、
先
行
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研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
暁
、
法
蔵
、
勝
莊
、
義
寂
な
ど
と
の
関
係
性
も
み
ら
れ
る
。
特
に
、
戒
律
観
と
思
想
で
元
暁
と

相
当
に
類
似
し
た
形
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
か
ら
、『
古
迹
記
』
以
前
の
『
梵
網
経
』
註
釈
書
と
の
比
較
研
究
を

通
じ
、
太
賢
に
影
響
を
与
え
た
註
釈
に
関
す
る
研
究
が
今
後
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
太
賢
か
ら

多
く
の
影
響
を
受
け
た
南
都
仏
教
と
天
台
宗
の
円
頓
戒
の
流
れ
と
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
太
賢
を
中
心
と
し
た
菩
薩
行
の

研
究
を
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

　
　

蔡
印
幻
『
新
羅
仏
教
戒
律
思
想
研
究
』、
国
書
刊
行
会
、
１
９
７
７

　
　

吉
津
宣
英
『
華
厳
一
乗
思
想
の
研
究
』、
大
東
出
版
社
、
１
９
９
１

　
　

崔
源
植
『
新
羅
菩
薩
戒
思
想
史
研
究
』、
民
族
社
、
１
９
９
９

　
　

蔡
印
幻　

同
上
、p. 371

　
　

趙
明
基
『
新
羅
仏
教
の
理
念
と
歴
史
』、
経
書
院
、
１
９
６
２

　
　

蔡
印
幻　

同
上
、p. 378

　
　

崔
源
植　

同
上
、p. 185

　
　

吉
津
宣
英　

同
上
、p. 658

　
　

同
上
、p. 662

　
　

同
上
、p. 664

　
　

崔
源
植　

同
上
、p. 194

　
　

蔡
印
幻　

同
上
、p. 414

　
　
『
古
迹
記
』
の
科
文
に
つ
い
て
は
参
考
資
料
１
と
２
を
参
照
。
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法
蔵
の
『
梵
網
経
菩
薩
戒
本
疏
』
の
十
門
：
教
起
所
因
、
諸
蔵
所
摂
、
摂
教
分
斉
、
顕
所
為
機
、
能
詮
教
体
、
所
詮
宗
趣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

釈
経
題
目
、
経
起
本
末
、
部
類
伝
訳
、
随
文
解
釈

　
　

吉
津
宣
英　

同
上
、p. 660

　
　

同
上
、p. 661

　
　

同
上
、p. 658

　
　

崔
源
植　

同
上
、p. 193

　
　

十
重
戒
：
第
１
快
意
殺
生
戒
、
第
２
劫
盜
人
物
戒
、
第
３
無
慈
行
欲
戒
、
第
４
故
心
妄
語
戒
、
第
８
慳
生
毀
辱
戒

　
　

四
十
八
軽
戒
：
第
１
不
敬
師
長
戒
、
第
７
不
能
遊
學
戒
、
第
９
不
瞻
病
苦
戒
、
第
16
貪
財
惜
法
戒
、
第
19
鬥
諍
兩
頭
戒

　
　

崔
源
植　

同
上
、p. 35

　
　

蔡
印
幻　

同
上
、p. 432

　
　

木
村
宣
彰　
「
多
羅
戒
本
と
達
摩
戒
本
」『
戒
律
の
世
界
』、
渓
水
社
、
１
９
９
３

当
論
文
は
、
平
成
24
年
度
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
花
園 

大
学
研
究
助
成
の
成
果
で
あ
り
、
佐
々
木
閑
先
生
の
御
指
導
を
賜
っ

た
。
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参考資料１．『梵網経古迹記』の大網 
 

七 
門 

時處 
機根 
藏攝 
翻譯 

宗 
趣 

宗 心 
行 

教正行門 三賢十聖内證之行 

誡悪行門 十重四十八輕戒行 

趣 

證 
覺 
・ 
利 
生 

如來性門 

發趣相門 

題 
名 

心 
地 
品 

本 
師 
説 

處 
衆 

處所 
大衆 
所説 

警 
覺 

放光 
衆喜 
疑念 

啓 
問 

起定 
集衆 
啓問 

見 
問 

見 

問 

問 

答 

果 

因 

略 

廣 

請 

答 

十

發

趣 

捨

心 

章門 
行相 

結成(言) 
戒心 
忍心 

精進心 
定心 
慧心 
願心 
護心 
喜心 
頂心 

十

長

養

心 

慈

心 

章門 
行相 
結言 

悲心 
喜心 
捨心 
施心 

愛語心 
利行心 
同事心 
定心 
慧心 

十

金

剛 
心 

心 
章門 
行相 
結言 

念心 
深心 
達心 
直心 

不退心 
大乘心 

参考資料１．『梵網経古迹記』の大網 
 

七 
門 

時處 
機根 
藏攝 
翻譯 

宗 
趣 

宗 心 
行 

教正行門 三賢十聖内證之行 

誡悪行門 十重四十八輕戒行 

趣 

證 
覺 
・ 
利 
生 

如來性門 

發趣相門 

題 
名 

心 
地 
品 

本 
師 
説 

處 
衆 

處所 
大衆 
所説 

警 
覺 

放光 
衆喜 
疑念 

啓 
問 

起定 
集衆 
啓問 

見 
問 

見 

問 

問 

答 

果 

因 

略 

廣 

請 

答 

十

發

趣 

捨

心 

章門 
行相 

結成(言) 
戒心 
忍心 

精進心 
定心 
慧心 
願心 
護心 
喜心 
頂心 

十

長

養

心 

慈

心 

章門 
行相 
結言 

悲心 
喜心 
捨心 
施心 

愛語心 
利行心 
同事心 
定心 
慧心 

十

金

剛 
心 

心 
章門 
行相 
結言 

念心 
深心 
達心 
直心 

不退心 
大乘心 
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無相心 
慧心 

不壞心 

十

地 

平

等

地 

章門 
行相 
結言 

善

慧

地 

章門 

地

行 

總

標 

慈 
捨 
慧 

別

釋 

慧 

觀

察 
三

苦 

行苦 
苦苦 
壞苦 

化

導 

十辯 

四

諦

門 

苦

諦 

苦苦 
行苦 
壞苦 

集諦 
道諦 
滅諦 

捨 
慈 

指廣 

光

明

地 

章門 

行

相 

自

利 
知能詮 
知所詮 

利他 
結言 

爾

燄

地 

行

相 

自分行 

勝進行 

慧

照

地 

章門 

地

行 

自

分 
智 十力生品 

通 
勝進 

結言 

華

光

地 

章門 
地

行 
十通 

結言 

滿

足

地 

章門 
地

行 
實行 
化相 

結言 

佛

吼

地 

地

行 

定行 
慧行 
通行 
説行 
照行 

佛華嚴地 地行 
内證 
外化 

佛界地 地行 
行功徳 
行勝利 

付屬 

化

傳

説 

報恩 

別

化 
傳上賢聖内門行 

經家總序 
別釋 

傳初發心外門戒 
本文 
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参考資料２．「悪行門」(十重四十八軽戒)の大網 
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四
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犯
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勝
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煩惱 
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結成罪門 

劫盜人物戒 
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談他過失戒 
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自讃毀他戒 
慳生毀辱戒 
瞋不受謝戒 
毀謗三寶戒 

結

成

門 

勸不毀犯 
示犯失壞 
誡學指廣 

(
別
誦)
輕
戒 

結

前

生

後

門 

有犯無犯 
染非染 

耎中上品 

次

第

誦

出

門 

四

十

三

軽

戒 

十戒 

護自心念門 不敬師長戒 
飮酒戒 

護他心行門 
食肉戒 
食五辛戒 
不擧教懺戒 

仰修佛法門 
住不請法戒 
不能遊學戒 
背正向邪戒 

救護衆生門 不瞻病苦戒 
畜殺生具戒 

十戒 

護自善門 

通國使命戒 
惱他販賣戒 
無根謗毀戒 
放火損生戒 

護攝他門 

法化違宗戒 
貪財惜法戒 
依勢惡求戒 
虚僞作師戒 
鬥諍兩頭戒 
不救存亡戒 

十戒 六和敬 

業同 
(三業) 

不忍違犯戒 
慢人輕法戒 
輕蔑新學戒 

見同 怖勝順劣戒 

利同 

爲主失儀戒 
領賓違式戒 
受他別請戒 
自別請僧戒 

戒同 邪命養身戒 
詐親害生戒 

九戒 

不救尊厄戒 
横取他財戒 
虚作無義戒 
退菩提心戒 
不發願戒 
不生自要戒 
故入難處戒 
坐無次第戒 
不行利樂戒 

九戒 

戒攝受 

攝化漏失戒 
惡求弟子戒 
非處説戒 
故違聖禁戒 
不重經律戒 

悲教化 

不化有情戒 
説法乖儀戒 
非法立制戒 
自破内法戒 

結勸奉行門 
流通分 


